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地方自治法第 252条の 38第６項の規定により、静岡市長から措置を講じた旨の通知があ

ったので、これを公表する。 
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同     中 山 道 晴 

 

記 

 

平成 26年度包括外部監査（委託契約の事務の執行について） 

法人委託への全面移行について[営業課] 

【指摘事項】 

上下水道の検針業務については、私人へ委託するよりも、法人へ委託するほうに優位

性があると考えられる。しかし、静岡市では、私人から法人委託への移行について、明

文化された計画はなく、私人との契約解消については、明確な期限を持たず、自然減と

いう手段をとっている。 

静岡市においても、私人検針員の自然減に任せるのではなく、法人委託への全面移行

について、取り組んでいくことが必要と考える。 

   

【措置の状況】 

法人委託への全面移行は、静岡市水道検針労働組合との間で「私人検針員は 65歳定年

制とすること」及び「退職補充分は法人へ移行すること」との合意がされていることか

ら、今後も私人検針員の自然減により法人委託を進めてまいります。 

しかしながら、法人への委託は、私人への委託に対しコスト面・業務内容において優

位性があると考えていることから、法人への早期の全面移行を実施するため私人検針員

の理解が得られるよう協議を継続してまいります。 


